
公正取引委員会地方事務所等における
景品表示法に関する取組について

年度 措置命令 課徴金納付命令 指導

平成３０年度 ６（４６） ２（２０） ５３（２１６）

令和元年度 ８（４０） ３（１７） ５５（２０５）

令和２年度 ５（３３） １（１５） 集計中

●平成２６年１１月改正：不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度（対象行為：優良誤認表示・有利誤認表示，賦課金額の
算定：対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。）の規定が新設された（平成２８年４月１日施行）。

公正取引委員会が所管していた景品表示法は，平成２１年９月１日をもって，消費者庁に移管された。
景品表示法移管後においても，公正取引委員会は，消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限の委任を受け，地

方事務所等において，消費者庁との協力の下，景品表示法違反被疑事件の調査業務及び同法違反の疑いに関する情報の受付業務
を行うとともに，同法に関する相談業務等を行っている。
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景品表示法の改正（課徴金制度）

景品表示法違反被疑事件の処理状況

令和２年度において，消費者庁が措置命令を行った３３件
のうち，公正取引委員会及び消費者庁による調査の結果を踏
まえたものは５件である。
また，令和２年度において，消費者庁が課徴金納付命令を

行った１５件のうち，公正取引委員会及び消費者庁による調
査の結果を踏まえたものは１件（５１８０万円）である。

（注） 括弧内の数値は，消費者庁の行った措置件数の総数である。

公正取引委員会が調査に関わった景品表示法違反被疑事件の処理状況
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令和２年度措置命令事件
（消費者庁により措置命令が行われた事件のうち公正取引委員会が調査に関わったもの）

事件名
（）は

措置命令日

株式会社GSDに対する件
（3.3.31）

高知県農業協同組合に対す
る件（3.3.30）

ティーライフ株式会社に対
する件（3.3.23）

Salute.Lab(サルーテラボ)
株式会社に対する件
（2.12.22）

有限会社ファミリア薬品に
対する件（2.6.26）

担当
事務所等

東北事務所 四国支所 中部事務所 近畿中国四国事務所 近畿中国四国事務所

事件
概要

※矢印は担当
者が追記

株式会社ＧＳＤが販売する
マイナスイオン発生器の広
告で，マイナスイオンの作
用による新型コロナウイル
ス等への効果をうたった不
当表示を行っていた。

高知県農業協同組合が製造
販売する米について，農林
水産省のガイドラインに
のっとった栽培方法により
生産された特別栽培米が使
用されているかのような不
当表示を行っていた。

ティーライフ株式会社が販
売する「メタボメ茶」に係
る表示において,著しい痩身
効果をうたった不当表示を
行っていた。

Salute.Lab株式会社が販売
する「イオニアカード
PLUS」と称する商品の広告
で，イオンの作用による空
気清浄効果をうたった不当
表示を行っていた。

有限会社ファミリア薬品が
芦屋美蓉館の名称で販売す
る石けんの広告で，シミを
消す又は薄くする効果をう
たった不当表示を行ってい
た。
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